
議員提案第７３号

新潟市議会委員会条例の一部改正について

新潟市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。

  平成２６年３月２０日提出

    新潟市議会議員             遠 藤  哲 

同                本 図 良 雄 

        同                高 橋 三 義 

        同                古 泉 幸 一 

        同                五 十 嵐 完 二 

        同                小 山 哲 夫 

        同                加 藤 大 弥 

        同                細 野 弘 康 

同                吉 田 孝 志 

        同                皆 川 英 二 

同                小 山  進 

        同                水 澤  仁



新潟市議会委員会条例の一部を改正する条例

 新潟市議会委員会条例（昭和４３年新潟市条例第２５号）の一部を次のように改正する。

 第２条第２項総務常任委員会の項中「，都市政策研究所」を削り，文教経済常任委員会

の項中「文化観光・スポーツ部，経済・国際部」を「文化スポーツ部，観光・国際交流部，

経済部」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は，平成２６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に改正前の新潟市議会委員会条例（以下「旧条例」という。）の

規定により設置された総務常任委員会又は文教経済常任委員会の委員，委員長又は副委

員長である者は，それぞれ，改正後の新潟市議会委員会条例（以下「新条例」という。）

の規定により総務常任委員会又は文教経済常任委員会の委員，委員長又は副委員長に選

任され，又は互選されたものとみなし，その委員の任期は，新条例第３条第１項の規定

にかかわらず，旧条例の規定による常任委員の任期満了の日までとする。

３ この条例の施行の際現に旧条例の規定により設置された各常任委員会に付議されてい

る事件は，新条例の規定により設置された各常任委員会に付議されたものとみなす。


